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１－１　個別ケア会議と保険外サービス

医療は大転換する時代に入っている。サービス提供場

所は医療機関から地域へと移行していく時代である。地

域における「生活支援モデル」形成には、「幅広い多職種

連携による支援」が必要である。「個別事例による地域ケ

ア会議」は、タスクシフト・タスクシェアリングを生み

「地域資源と保険外サービス」を知る重要な連携を生み出

す場となる。

「医療・介護同時改定」の一方で平成 30 年４月 13 日

に厚労省は、未来投資会議「構造改革推進徹底会合」第

５回「健康・医療・介護」会議にて、保険サービスと保

険外サービスのケアプランに対する対応方針を示した1）。

同時一体提供は認めないが、区分を明確にし、ケアプラ

ンに記載することを求めている。

日本総合研究所による平成 30 年３月の居宅介護支援

事業所に向けた調査では、「保険外サービスを取り扱う」

は 41％であり、54％は「提供していない」、4.5％は「わ

からない」と報告している2）。慎重な姿勢の理由には、導

入に関して提供されるサービスの信頼性担保などがあ

る。

１－２　前号の振り返りと今号の要約

前号は、医療・介護・予防と子供を巻き込んだ未来へ

の「まちづくり」の取り組みを紹介した。

今号では、「多職種合同ケアカンファレンス（地域ケ

ア個別会議）」と、「公的保険外サービスの創出」の実践

総合事業・地域ケア会議と公
的保険外サービス1
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例をご紹介する。

２－１　豊明市の背景

豊明市は、人口 68,653 人、29,509 世帯（平成 30 年７

月１日現在）3）であり、高齢化率 25.6% と県平均よりや

や高い。2040 年にむけて 85 歳以上の高齢者は約４倍に

増加する一方で、少子化により 25%の生産年齢人口減少

が予測されている。

２－２　給付額は伸びても利用者は増悪

市では、高齢者数の純増以上に要支援認定者が増加し、

給付費の急増が問題であった。デイサービスは平成 22

年から５年間で、給付費は 2.5 倍、年平均 35％ 4）の伸び

を示した。

さらに深刻な課題は、要支援者の１年後増悪率が全国

平均よりも高いことであった。平成 27 年に「要支援１」

となりサービスを受けた方の１年後増悪率を調べた。全

国平均では 32％だが、豊明市では 57％が増悪していた。

その約半数は要介護状態であり重度化していた。市の要

支援認定者の平均年齢は全国平均よりも若い。つまり要

支援サービス利用は増え、健康維持や改善には結びつい

ていなかった。

２－３　増悪要因

増悪の要因は多岐にわたるが、２つの点を検討した。

市内には療法士常駐のデイサービスが無く市外デイサー

ビス利用者が６割であった。市外デイは豊明市在宅医療

総合事業2

 藤田医科大学＊ 地域包括ケア中核センター　都築　晃　氏
＊ 10 月 10 日より「藤田保健衛生大学」は、「藤田医科大学」へ改名致しました。
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介護研修会に参加しておらず地域課題の共有が困難で

あった。

当時２箇所あった地域包括支援センターがプラン作成

を居宅介護支援事業所に委託しているケースでは、受け

手側ケアマネージャーの自立支援や重度化予防の理念や

視点もばらついていた。家族意見が優先され、目標や終

了設定があいまいで、地域資源を知らないなどの課題も

見えてきた。

２－４　総合事業の取り組み

市の新総合事業は、平成 28 年３月より開始された。

短期集中 C型サービスを市内リハ専門職により３～６ヶ

月提供し、終了後は緩和 A型の教室か、地域のまちかど

運動教室等のサロンへ移行する３段階のステップアップ

をイメージした。

事業開始と同時に、市内３中学校圏域に20箇所の「ま

ちかど運動教室」を住民運営により設置し、歩いて行け

る場所に週１回（１時間）の運動プログラムを展開した。

エアロビクスのイントラクターを派遣し、平均 30 ～ 70

人の満員に近い参加があり、市内高齢者の約 14％にあた

る毎週 2,000 人以上が運動教室に参加している。

２－５　C型短期集中リハ

C 型短期集中サービスである「元気アップリハ」は、

療法士が勤務する市内デイケア３箇所で担ってもらっ

た。療法士によるリハビリテーション連絡協議会がルー

ル化を担い、共通の広告、評価用紙、アウトカム、終了

後の行き先への申し送りシートなどを利用し、地域包括

支援センターや住民が紹介や理解をしやすいように統一

した。

２－６　集中リハの実績と効果

延べ 30 回利用でき、最初と最後の自宅訪問を必須と

し、通所と訪問を柔軟に組み合わせて利用できる。週２

回なら３～４ヶ月で終了する。

平成 29 年度新規利用者は 140 名、80 歳以上が６割、

要支援２が５割であった。平成 29年度の要支援新規 140

ケースにおけるサービス別利用率は、「元気アップリハ」

が 40％を超えトップである。現行相当の通所介護利用は

７％、訪問介護は９％となった。

新規 140 名のうち通所型利用者は 81 名であり、74％

が元気アップリハを利用した。元気アップ終了時には「介

護保険利用サービスなし」の者が７割いたが、卒業後６

か月経過時には８割が状態が悪化することなく（要介護

図表1 　多職種合同ケアカンファレンス
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度の維持又は更新せず）、地域で元気に生活し効果が継続

していた。

３－１　徹底した自立支援と重度化予防

平成28年４月より行政主催の多職種合同ケアカンファ

レンス（図表1）にて、症例検討がはじまった。自立支

援型や重度化予防ケアマネジメントの強化、多職種の視

点によるケアの質の向上、個別ニーズや地域課題の把握

が主な目的である。個別のケアプランチェックはしない。

あくまで事例を通した学びの場である。参加者は職種代

表者を指名や委嘱せず、自由参加形式であるが毎回 30

～ 50 名近くの市内外多職種が集まる。

３－２　要支援と要介護に分けて実施

要支援版（総合事業対象と要支援１と２）、要介護版（介

護１・２）に分け毎月１回行っている。３～４ケースを

90 分で行う。要支援版の司会は行政、事例提供は地域包

括。活動が主な議論になるため、参加者は、リハ職、管

理栄養士、生活支援コーディネーターは必須である。

要介護版の司会は市内の主任ケアマネージャーと地域

包括が行い、事例提供はケアマネージャーが行う。医療

体制や認知症状・内部疾患等の重度化予防が主な議論の

出発点になるため医師を始め多様な職種が必要となる。

準備資料は徹底したスリム化をはかり、A４サイズで

２枚のみとした。資料は多職種の意見を反映し作成され

た統一評価シートが会議前に ICT ツールにて閲覧できる。

３－３　議論の中心点

議論の中心は、「その人の望むふつうの暮らしを支え

る」ことである。そのために、本当の課題は何か、それ

は本当に解決できるのかが、問われる。

要支援版での主な論点は「本人の望む活動や暮らしへ

の支援」である。短期集中終了後の行き先確保と、手引

きする人はいるのか？利用が根付くまで継続支援する者

はいるか？ほかに外出先はあるか？活動量は足りるの

か？といったことが、検討される。

要介護版は疾患の重度化予防や、認知症や家族の負担

軽減などの論点も入るため、「本人の望む暮らし」ととも

多職種合同ケアカンファレンス
（個別地域ケア会議）3

に議論が多様になり、事前の論点整理が重要となる。

３－４　総合事業移行後すぐに見えた課題

総合事業移行後すぐに直面した課題は複数あるが二つ

紹介する。一つ目は、単に外出をデイサービスに、家事

をヘルパーに置き換えることでは達成できないというこ

とである。例えば週に１回のデイサービスの利用よりも、

残りの６日間に外出していなければ活動量が圧倒的に足

りない。ヘルパーに買い物を頼んでいると、自分で外出

できる買い物先にも行かなくなるなど、毎日の活動性が

低下していた。

二つ目は、自立した生活のための手段提供を通じて「本

人の意欲」まで変化させることができなければ、エンド

レスな介護保険サービスの利用となり、結果として重度

化してしまうことであった。

３－５　地域包括支援センター職員の変化

地域包括支援センター職員は、当初ケアカンファレン

スの実施に混乱もあった。助言者の専門性に基づく質問

は、事例提供者には、「なぜそれを聞かれるのか？」の部

分が共有されていないために「調べていない」と責めら

れている印象が残った。

１回につき４事例を検討し毎月開催して事例を数多く

こなす中で、徐々に理解が進み、事前に調べてカンファ

レンスに臨むようになった。専門性の技術移転やシェア

リングができてくると、カンファレンスの質が大きく変

わった。論点が明確になり、短時間で「どうする？」の

議論に入るようになった。

３－６　カンファレンスを重ね間違いに気づく

総合事業は、当初３段階のステップで、短期集中C型、

緩和A型、地域の運動教室やサロンへ移行すると考えた。

しかしカンファレンスを重ねて間違いであると気づい

た。次のステップへの移行支援が思うようにいかない。

まず本人が現状のサービスに慣れてしまうと離れたくな

くなる。

そこで発想転換した。住み慣れた自分の自宅周囲に、

元気なときから通えるサロンや使えるサービスを用意し

ておく。虚弱になったら一時的に専門職の集中サービス

を提供し、それが終了するまでの間に「以前までの暮ら

し」に徐々に戻す考え方をベースにした（図表２）。
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３－７　カンファレンスから生まれたサービス

ケアカンファレンスでは新しい多様なサービスが生ま

れる。「リハ職同行訪問」サービスは、地域包括支援セン

ターから「新規利用者は、リハビリを受けた経験がない

と、C型短期集中の利用に賛成してくれない」とか、「終

了時の目標設定や、体力が改善する根拠を上手に説明で

きない」などの話が上がり、生まれたサービスである。

「地域リハビリテーション活動支援事業」の一環で、

市からの請負契約にてリハ職が利用者宅へ地域包括支援

センター職員と同行訪問する。内容は、目標設定や終了

の合意形成、有効性説明や住宅改修や福祉用具選定など

で、60 分１回で行う仕組みを設けた。つまり、地域包括

支援センターの職員を側方支援する役割である。29 年度

は９ヶ月で延べ 14 件訪問し、同行の結果、C型新規利用

が６件、終了設定４件、住宅改修や福祉用具、自主トレ

指導４件となった。

平成 30 年度からはカンファレンスで要望が多い「訪

問栄養指導」が開始された。

食事場面に介入し、栄養管理や調理や準備、食材や、

摂食や誤嚥状況、服薬確認、残渣物確認など多岐にわた

る評価と指導が中心である（図表３）。

３－８　外出困難者にはDVD

通いの場づくりでは、住民主体の地域サロンを立ち上

げ支援し、療法士らの支援により地域住民による豊明市

健康づくりリーダー育成をしている。健康づくりリー

ダーによる体力評価、住民指導、後継者育成支援、教室

支援、疾患の特徴や注意点、リスク管理など、療法士が

持つ技術移転をすすめている。

通いの場まで行けない方を対象に、自宅でもできる

DVD の準備体操、嚥下体操、筋力アップ体操の３つが

セットになった「豊明大金星体操」を作成し、定期体力

測定会とともに普及展開をしている。

３－９「生活支援コーディネーター」は必須

ケアカンファレンスにおいて、参加必須の役割は「生

活支援コーディネーター」である。必要とされる新しい

地域資源を見つけ、無ければ立ち上げ支援をする。豊明

市では専属者を同一課内と社会福祉協議会に置き、第１

層生活支援コーディネーターとして地域資源把握と創出

に専念した。「把握や創出した資源を、個人が利用できる

ようマッチングする」機会は、「ケアカンファレンス」で

ある。医療福祉関係者は、事例検討を通してその地域の

サロンやサービスを持ち帰り、他の利用者に応用、紹介

し、大変喜んでいる。

図表2 　以前の「ふつうの暮らし」へ戻す
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３－10　カンファレンスからの学び

この２年半で 200 事例近くのカンファレンス事例を検

討してきた。振り返ると「一ケース検討時間を短くして、

多様なケースを積み重ねたこと」がよい学びとなった。

助言を採用するかどうかは、事例発表者次第である。

その後のプラン変更チェックはしない。ケアカンファレ

ンスはサービス担当者会議ではなく、「事例を題材にした

学びの場」だからである。「学び」は個別事例の改善はも

ちろん、他の利用者や未来の利用者に広く汎用され多様

な解決手段を地域全体で持ち合わせることにつながり、

持続的な効果として波及する。

最重要なのは、専門職が総合事業やカンファレンスを

通して、「サービス卒業は気の毒だ」から「医療介護サー

ビスという非日常からふつうの暮らしに戻す」という、

「価値観の転換」を起こせるかに尽きる。

４－１　タブー視の行政と民間サービス

豊明市では、全国初として平成 29 年 2 月民間企業 9

社と公的保険外サービス創出・活用促進に関する協定を

締結し、高齢者の快適な暮らしをサポートするため「介

護保険で支援できないニーズを満たす民間サービス」を

公的保険外サービス4

市民に積極的に紹介する取り組みを始めた。目指す領域

は、地域の高齢者が抱える課題をサービスにし、企業と

しての社会的価値を高めながら、採算性も担保できる適

正価格のサービスである。

これまでどちらかと言えばタブー視されてきた行政と

特定の民間企業のサービスの連携は、全国から視察や取

材が後を絶たない。ポイントは、行政の事業費はなし。

商品・サービス開発のための協議、マーケット情報の提

供、市民への紹介のみで費用は発生しない。

４－２　サービス発見と支援

一例をあげる。隣接市の民間温浴施設が、豊明市内に

無料巡回バスを１日に 3便走らせていることに気づき、

外出支援機会拡大にと思い、温浴施設に行き市民向けに

新サービスの提供や協力を申し出た。市はサロンや運動

教室終了者に施設の割引チケットを配布し、高齢者が集

まりやすい場所の近くにバス巡回ルートを追加や変更し

てもらった。市や地域包括、医療・介護職員が様々な場

面で利用を宣伝した。半年ほどで温浴施設の送迎バス乗

車数や乗車率は対前年比 250％増加した。

豊明団地に端を発した「店舗で購入した商品をその日

のうちに自宅まで無料配送してくれるスーパー」は、事

業開始後利用者数 320％増、客単価 21%増を超えた（図

表4）。企業側にとっても事業継続性を担保するに十分な

効果を出しており、他地域への拡充につながっている

図表3 　ケアカンファレンスの課題が政策へ

ケアマネのアセスメントの技量の差が大き
い

訪問による栄養指改善指導をしてほしい

送迎つきで負荷が少ない運動の場が必要

送迎つきで、一人でも楽しめる外出先がない
か自分で買い物したいが、行き帰りが辛い

男性や知的な活動を好む方が参加したくな
る通いの場がない
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ケースもある。

４－３　民間協定

他にも１時間３千円で自宅のかたづけや墓の掃除まで

何でもしてくれる廃棄物処理業者や、カラオケボックス

で開催する音楽療法と健康体操教室など、高齢者の生活

を支えるサービスを展開する民間 13 社と連携協定を締

結した。企業と共に開発したサービスについては、市の

窓口や、地域包括支援センター、ケアマネージャーなど

を通じて必要な高齢者個人が利用できるレベルまでアテ

ンダントしている。

４－４　どのようにつなげるか

民間企業は高齢者向けサービスや商品を開発したから

といって、売れるわけではない。特に高齢者は情報取得

面での制限、慣れた生活を変える事を好まない傾向があ

図表4 　保険外サービスの創出（外出支援）

図表5 　保険外サービスの創出（買物支援）
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る。その中で新しいサービスや商品がいかに優れていよ

うとも浸透しにくい。高齢者ひとりひとりが「部分的に

困難になった生活を支えるサービスや商品」を教えるの

ではなく、「使いこなすための伴走支援」が不可欠である

ということである。

４－５　行政の役割はマッチング

企業は高齢者ニーズがどこにあるのか、どうすれば

サービスを高齢者に知ってもらえるのかが分からない。

一方高齢者は、自分が欲しい信頼できるサービスがど

こにあるのか分からない。欲しいサービスを考える前に

「慣れたふつうの暮らしや生活習慣」の継続を諦めてしま

う。「自分でできること」さえも、「デイサービス」で享

受したり、「ヘルパーにお願いしてしまう」ことも少なく

ない。

利用する市民、買い支える市民があってこそ、使いや

すい高齢者向けサービスが地域に根づいていく。行政は

図表6 　総合事業移行後のサービス費の伸び

マイナス報酬改定

図表7 　「おたがいさまセンターちゃっと」がスキマを埋める
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民間企業と高齢者の間の情報を仲立ちすることが重要で

ある。質が高くて利用しやすい価格帯のサービスを創出

し、地域の資源として根付かせることを今後も進めて行

く。

４－６　介護保険給付費抑制と増悪率改善

開始１年で事業、要支援者の介護保険給付費の伸びは、

デイサービスは対前年比 2.5％増（過去５年の年平均伸

び率 35％）、ヘルパーサービスは、1.5％増（過去５年の

年平均伸び率１3％）に収まった。平成29年度のデイサー

ビスは対前年比マイナス 5.2％となり同時に１年後増悪

率も改善した（図表６）。給付額減少は対象者の介護度増

悪には関連していない。

これらの取り組みは平成 28 年には経済財政一体改革

推進委員会（第 11 回）に、平成 29 年には内閣官房の未

来投資会議構造改革徹底推進会合「健康・医療・介護」

会合（第３回）に好事例として招聘され、紹介した。

４－７　住民主体の互助による生活支援「ちゃっと」

「生活支援体制整備事業」では、30 分 250 円の住民相

互の生活支援と時間貯金の仕組みである「豊明市おたが

いさまセンターちゃっと」を立ち上げた。公的保険やシ

ルバー人材センターでは担えない「ちょっとした手伝い」

が主である。

例えば、病院や外出付き添い、窓ふき、振り込み手続

きなど介護保険では担えないスキマにある困りごとも多

く、多岐にわたる（図表７）。

本人や地域包括支援センターは電話等で事務局「おた

がいさまセンター」へ依頼すると、住民サポーターと

マッチングし初回は同行訪問してくれる。利用者はチ

ケットを購入しサポーターに時間分渡す。サポーターは

報告書を事務局に提出し、現金化か時間貯金して後ほど

自分が利用できる仕組みである。

４－８　利用者とサポーターが共感する

平成 30 年７月は、36 名から（延べ 136 名）依頼を受

けた。市内登録サポーターは 134 名。サポーターは 44

名（延べ 153 名）が活動した。庭の剪定など一度に３～

４名が活動することもある。

依頼を受けられないものは、介護保険やシルバー人材

センターへ紹介し、リスクが高いものは地域包括支援セ

ンターや各種窓口へ相談する。担い手サポーターから「将

来自分が支えてもらう側。自分の未来を学ばさせても

らった感じ。自分のためにサポーターをしている」とい

う声が多数あり、団地大学生も 13 名が登録サポーター

となった。

４－９　オンデマンド移動支援

平成 30 年７月より、高齢者に移動の自由と健康を確

保してもらう仕組みとして、市内の一部地域で実証が始

まった。トヨタ系企業のアイシン精機が中心となり、ス

ギ薬局、豊明市と進めているオンデマンド型乗り合い送

迎サービスの「チョイソコ」である。本サービスは医療

機関やスーパー、フィットネスクラブ、娯楽施設などが

共同で実施する送迎サービスで、運行はタクシー事業者

が担う民間主体の新しい移動サービスである。

公共交通資源がなくアクセスまで時間を要すなどの地

域で実証を開始している。複数人の希望目的地への最適

解を算出して電話アテンダントが待ち時間や到着時間を

知らせる。医療機関や駅、行政施設への運行が多い。

本稼働後は、医療機関や店舗に課金してもらい、市民

はタクシーより安価に利用できるよう計画中である。

本取り組みの反響が大きく、講演や他自治体での事例

発表、取材や視察等の依頼が増えている。可能な限り応

じつつ、全国への横展開の一助になればと考える。

企業サービスが高齢者向けにシフトする視点を持ち始

めているが、変化の速さについてきていない現状がある。

いかに企業に気づいてもらうか、どのようなニーズがあ

り、何が足りなくて、どうしたらよいのか、あらたな情

報収集と発信、サービス評価の枠組みが必要である。

本取り組みは「地域ケア個別カンファレンス」がすべ

てにつながっている。文字情報の共有は ICT でもできる

が、感情の共有は時間をかけた分だけ成果も大きい。い

かにカンファレンスの充実を行い、参加者を持続確保す

るかは重要な課題である。

最後に、藤田医科大学病院は周辺の 29 法人からなる

「地域医療連携推進法人 尾三会」5）を設立し、人事協力、

人材育成、資材共同購入など多方面の協力を開始した。

今後の課題と展開5
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多様な役割を持つクリニックや病院等が参加し救急・看

取りなどの役割分化と同時に、医療圏をまたぐ地域医療

資源偏在などの将来課題をシェアと連携で乗り越える新

しい仕組みである。行政間連携も広域で必要であり、市

外課題へも協力する時代である。

前号と今号にわたり地域包括ケアと共生社会への試

行、地域ケアカンファレンスと保険外サービスの取り組

みを紹介した。

地方では、多様化する「住民の望むふつうの暮らし」

を支えるために「共有と共感」をベースにした共生社会

を生み出そうとしている。「医療」「介護・福祉」「住民と

暮らし」「民間企業」という四輪をつなぐ「信頼される軸」

である行政の役割はますます重要となってゆく。

終わりに6
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